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校外学習(国会・科学技術館見学)の延期について

薄暑の候、保護者の皆様におかれましては、ご健勝のこととお喜び申し上げま

す。日頃より本校の教育活動にご理解、ご協力を頂きありがとうございます。

さて、新型コロナウイルス感染症につきましては、変異株に感染の主体が移り、

その拡がりは深刻さを増しています。その猛威は衰えず、「緊急事態宣言」は新

たに沖縄県が追加されて合計１０都道府県で５月３１日まで延長中であり、また

「蔓延防止等重点措置」は８都道府県に発出されています。

４月１９日の保護者様宛文書では、６/１０(木)の６年生の校外学習について、
「十分な感染症対策をとった上で状況を見ながら実施を判断する」とお伝えして

おりましたが、現在の状況は悪化していると判断して６年校外学習は延期するこ

ととしました。

現在、今後の状況が好転した場合の７月実施も視野に入れて、延期先の具体的

な日程を検討中です。具体的な日時が決まりましたらまた改めてお知らせさせて

いただきます。

延期が繰り返された昨年度の子どもたちの残念な思いを鑑みると早期に実施し

たい気持ちも山々ですが、安直に決定するわけにはならない状況であることを御

了解ください。

コロナ禍のもとであっても本来の教育活動をできるだけ回復し、子ども達の学

ぶ権利を守っていくために、感染症対策を講じてリスクを極力減らし、実施のタ

イミングを逸することなく計画していきたいと考えています。そのために、急な

変更やキャンセル料の御負担等で御了解を頂戴することもあろうかと思います。

状況を鑑み、よろしくご理解、ご協力をお願い致します。

尚、この方針は５月２４日現在のものであり、上記でお示ししましたように「緊

急事態宣言」・「蔓延防止等重点措置」継続の場合や新型コロナウイルス感染症

の拡がり具合によってはさらなる変更もございますことをご容赦下さい。


